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学習サポーターを募集

　市立小・中学校で、授業中の指導補

助や休み時間、放課後の学習活動など

をサポートしていただける大学生のボ

ランティアを募集しています。　

※活動時期や時間帯など

は、派遣先の学校と相談の

上、決定します。詳しくは、

お問い合わせください。

問い合わせ　教育指導室（内線３６５）

募　集
 

行政書士無料相談

とき　４月２０日、午後１時３０分～４

時３０分　

ところ　すばるホール

内容　相続、遺言、成年後見制度、離

婚、各種許認可などに関する相談

※申し込み方法など詳しくは、お問い

合わせください。

問い合わせ　山下さん（あんしん相談

ネット）〔(６３)８０１６〕

相　談

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

安心して水道をお使いいただ
くために

　水道水は塩素で消毒していますが長

い間留守にされたときは、ご家庭の給

水管に水が長時間滞留し消毒効果が薄

れることがあります。

　大型連休などで長期間留守にされた

り、本市に引っ越しされてきて長く使

用されていなかった水道を初めて使わ

れたりする場合は、念のため最初のバ

ケツ１杯程度の量を飲み水以外にお使

いください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７、２９５）

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日、年末年始は休み）
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おれんじパートナー交流会

　認知症についての情報交換や不安、

悩みを出し合い、交流しませんか。

とき　４月２４日、午後１時３０分～３時

ところ　すばるホール３階会議室２Ａ

対象者　認知症の人やその家族、認知

症に関心のある人、認知症サポーター

など

定員　２０人（当日、直接会場へ）

※認知症の人が参加される場合は、事

前にご連絡ください。

参加費　１００円（お茶・お菓子代）

問い合わせ　井尻さん（おれんじパー

トナー事務局）〔０９０(３９９６)００７１〕

府要約筆記者養成講座

　特に専門性の高い要約筆記者を養成

するため、同講座を開催します。

とき　６月１５日～１２月７日（全２１

回）　※詳しい日程や持ち物などは、お

問い合わせください。

ところ　府障がい者社会参加促進セン

ター（大阪市天王寺区生玉前町５の３３）

コース　手書きコース、パソコンコース

対象者　府内在住・在勤で要約筆記者

として活動する意思のある人

定員　各２０人

受講料　無料（教材費実費）

申し込み　障がい福祉課（内線１９３）に

備え付けの申込書に必要事項を記入

し、５月１０日（消印有効）までに郵

送で、５４０-８５７０　府民お問合わせセ

ンター「要約筆記者養成講座」係〔０６

(６９１０)８００１〕（住所記入不要）へ（府ホー

ムページ〔http://www.pref.osaka.lg.jp/〕

からも申し込みできます）

※５月２５日に受講判定試験を実施し

ます。

 

私道における下水道整備

　本市では、トイレの水洗化、生活雑

排水の適正な処理を図るため、一定の

条件に該当する私道について、土地所

有者および沿道の皆さんの申請によ

り、市の費用で公共下水道管を敷設し

維持管理をします。

上下水道

 

カラダをしぼって整える教室

　運動が必要なのに、なかなか始めら

れない人に健康運動指導士など専門の

スタッフが最適な方法を提案します。

とき　５月～８月の月曜日、午後１時

３０分～３時３０分（全１１回）

ところ　保健センター　

対象者　医療機関でのリハビリテー

ションや介護保険サービスを利用して

いない４０～７４歳の人　定員　１５人　

参加費　無料（調理実習は５００円実費）

申し込み　４月１５日～、保健センター

〔(２８)５５２０〕へ（申し込み先着順）

介護予防サポーター養成講座

　介護予防の知識（運動、栄養、 口  腔 機
こう くう

能など）を「笑顔はつらつ教室（地域介

護予防普及教室）」で指導する同サポー

ター（有償ボランティア）を養成します。

とき　５月１４日～６月２５日の毎週火曜

日（６月１８日は除く）、午前１０時～午後

４時と同教室の見学１回（全７回）　

ところ　市役所

対象者　市内在住・在勤のおおむね７４

歳以下で、講座修了後、同教室で３回

の実習を受け、「市介護予防サポーター

の会（健やかスマイル）」に入会し、同

教室で指導できる人　

定員　１５人　受講料　無料

申し込み　５月７日までに、高齢介

護課（内線１８９）へ（申し込み多数の場

合抽選）

若さ・健康・体力アップ教室

とき　５月１０日～６月２８日の毎週金曜

日（５月１７日は除く）、午後１時３０分～

３時３０分（全７回）

ところ　レインボーホール（市民会館）

内容　体力チェック、若さと健康を保

つための運動や食事のポイントなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　４月３０日までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

講座・催し
主な敷設条件

・公共下水道の事業計画区域にあり、そ

の一端が公共下水道に接続可能なこと

・原則として幅員１.２以上で一般の

通行に使われており、下水道管を敷設

できること

・公共下水道を利用する建物が２戸以

上あること（同一敷地で同一所有者の

建物は１戸になります）

・公共下水道を利用することになる全

ての人が公共下水道管の敷設を要望し

ていること

・土地所有者が公共下水道管の敷設お

よび利用することとなる人の使用を承

諾していること

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　下水道課（内線２７１）

公共下水道が使えます

　３月３１日より、次の各地域のうち、

すでに公共ますなどが設置されている

世帯については、新たに公共下水道（汚

水）が使えるようになりました。

対象地域　喜志新家町一・二丁目、平

町一・二丁目、宮町一丁目、喜志町三

丁目、中野町西一丁目、錦織北一丁目、

甲田一丁目、西板持町五丁目、山中田

町一丁目、彼方、別井二・三・五丁目、

伏山一丁目、須賀一丁目の各一部

◎１日も早く水洗化工事を　

　公共下水道が使える地域の皆さんは

トイレや風呂、台所、洗濯などの家庭

から出る排水を公共下水道に流さなく

てはなりません。

　そのためトイレの水洗化や生活雑排

水を公共下水道に流すための改造・接

続工事をしてください。

　工事に必要な費用については、無利

子の融資あっせん（法人は対象外）を

していますのでご利用ください。

※工事は必ず本市の指定する排水設備

工事指定業者に依頼してください。

※市街化調整区域の世帯は１ますにつ

き１２万円の市街化調整区域下水道分担

金が必要です。

◎下水道に切り替えると　

　清潔な水洗トイレを使用でき、また

溝へ汚れた水を流さなくなるので街の

美化や川の水質改善にもつながります。

問い合わせ　下水道課（内線２６２）
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平成31年度介護保険料         
仮決定通知書を発送します

　６５歳以上の人に４月上旬に平成３１年

度介護保険料仮決定通知書を発送しま

すので、普通徴収の人はコンビニエン

スストア、ＭＭＫ設置店、取扱金融機

関または市役所で保険料を納付してく

ださい。口座振替の申し込みをしてい

る人は指定口座より引き落とします。

特別徴収の人は年金から天引きします。

問い合わせ　高齢介護課（内線１７５、

１７６）

 

国民年金保険料が改定

　４月から翌年３月までの国民年金保

険料について、定額保険料が月額１万

６３４０円から１万６４１０円（月７０円引き上

げ）に改定されます。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

会社などを退職された皆さんへ

　日本に住んでいる２０～６０歳の人で、

会社を退職されて厚生年金保険の資格

を喪失した人や、その人に扶養されて

いる配偶者は国民年金加入の手続きが

必要です。年金手帳と退職年月日を確

認できる書類（離職票、雇用保険受給

資格者証など）、印鑑を持参し、保険年

金課（市役所１階⑧番窓口）へお越し

ください。

　なお、所得が少ない場合や、失業に

より国民年金保険料（月額１万６４１０円）

を納付することが困難になった場合、

申請をして承認されると保険料が全

額、または一部免除（一部納付）され

る制度（世帯主や申請者本人と配偶者

の所得により審査）や、５０歳未満の人

を対象に保険料の納付が猶予される

「納付猶予制度」（申請者本人と配偶者

の所得により審査）がありますので、

詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３、１５４）

介護保険

国民年金

  

特別障がい者手当・障がい児
福祉手当

　日常生活において、常時特別な介護

を必要とする重度の心身障がい者（児）

に対し、特別障がい者手当・障がい児

福祉手当が支給されます。

対象者　在宅で常時特別な介護を必要

とする重度心身障がい者（児）　

※所得制限などがありますので、詳しく

はお問い合わせください。また、施設入

所者や長期入院されている場合は支給

されません（障がい児福祉手当は除く）。

支給額　特別障がい者手当＝月額２万

７２００円、障がい児福祉手当、福祉手当

（経過措置分）＝月額１万４７９０円

※４月分より支給月額が改定されます。

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９３）

障がい者（児）給付金の申請を

　５月７日～３１日、障がい者（児）

給付金の申請を受け付けます。

対象者　４月１日現在、本市に１年

以上居住（住民登録）し、身体障がい

者手帳（１～６級）、療育手帳（Ａ・Ｂ

１・Ｂ２判定）、または精神障がい者保

健福祉手帳（１～３級）をお持ちの人

で今年度新しく手続きされる人、振込

先の口座に変更がある人

※昨年度に給付金を受け取られた人

は、手続きの必要はありません。

※市外より、市内の施設に入所してい

る人は除きます。

申し込み　該当する手帳、印鑑、本人

名義の通帳を持参し、障がい福祉課（内

線１９２、１９３）または金剛連絡所へ

重度障がい者タクシー利用券
（基本料補助）を送付しました

　本市では、身体障がい者手帳（１・２

級）、療育手帳（Ａ判定）、精神障がい者

保健福祉手帳（１級）のいずれかをお

持ちの人を対象に、タクシー料金の一

部（基本料金）を補助する重度障がい

者タクシー利用券を交付しています。

　現在、同タクシー利用券（やまぶき

色）をお持ちの人は３月３１日までが有

福　祉
効期限です。引き続き要件に該当する

人には、新しい同タクシー利用券（空

色）を３月末に自宅へ郵送しました。

新しい同タクシー利用券（空色）は４

月１日より利用できます。届かない

場合は障がい福祉課までご連絡くださ

い。

　なお、昨年度に交付申請していない

人や初めて利用される人については申

請手続きが必要です。

交付枚数　１カ月３枚で年間３６枚

※福祉施設などへ入所している人は対

象外ですので交付できません。

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９２）

献血にご協力を

とき・ところ　４月２１日、午前１０時～

午後４時＝エコール・ロゼ　※対象者

など詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２６１〕

 

健康お薬相談と健康測定会

とき　５月１８日、午後２時～６時

ところ　すばるホール３階会議室３

内容　お薬相談、残薬整理、骨密度測

定など８項目の測定

定員　１００人　参加費　無料

申し込み　４月１８日までに、かかり

つけ薬局や高齢介護課などにある申込

書を、ファクスで富田林薬剤師会事務

局〔(２９)１９０５・(２９)２０２０〕へ（申し込

み多数の場合抽選、電話申し込み可

（火・木・金曜日、午後２時～５時））

介護福祉士実務者研修通信課
程受講者募集

とき・内容　５月～１０月の間で通信教

育６カ月、通学１０回程度

ところ　ジョブシティカレッジおも

ちゃ館（向陽台二丁目１３の９）　

定員　３０人　受講料　２万１０００円～８

万９０００円（テキスト代含む）

申し込み　４月６日～５月１３日（土・

日曜日、祝日を除く午前９時～午後５

時）に、ＮＰＯ法人シーシータイミング

〔０７２(３６５)６６８８〕へ（申し込み先着順）

講座・催し

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」
と「課税台帳の閲覧」を実施

縦覧帳簿の縦覧　縦覧帳簿の納税者本

人の土地・家屋の評価額と市内の他の

土地・家屋の評価額を比較できます。

記載内容

◇土地価格等縦覧帳簿＝所在、地番、

地目、地積、価格、市街化区域・市街

化調整区域の別

◇家屋価格等縦覧帳簿＝所在、家屋番

号、種類、構造、床面積、価格、建築年

縦覧できる人

◇土地価格等縦覧帳簿＝市内に土地を

所有している納税者

◇家屋価格等縦覧帳簿＝市内に家屋を

所有している納税者

※いずれも納税管理人、納税者の同居親

族、委任状を持っている代理人でも可。

期間　４月１日～５月３１日（土・

日曜日、祝日を除く午前９時～午後５

時３０分）

課税台帳の閲覧　土地や家屋などの所

有者は固定資産課税台帳を閲覧できま

す。また、借地人・借家人なども賃借

権などの目的となる土地・家屋につい

て記載された部分を閲覧できます。

閲覧できる人

◇納税義務者

◇納税管理人、納税者の同居親族、委

任状を持っている代理人　

◇借地人、借家人など（ただし、権利

関係と有償であることを示す書類が必

要です）

期間　４月１日～翌年３月３１日

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く

午前９時～午後５時３０分）

縦覧・閲覧に必要な書類など　

・本人確認ができる書類（納税通知書

や運転免許証など）

・納税管理人や納税者の同居親族は閲

覧できますが、代理人が来られる場合

は委任状が必要

・法人名義の物件については、委任状

または申請書に代表印の押印が必要

縦覧・閲覧場所　課税課（内線１１３～

１１６）

税
市税の滞納整理を強化中！

　本市では、平成３０年度分の市税を含

め納税催告、滞納処分を集中して実施

しています。今後も滞納者に対して、

必要に応じ財産差し押さえなど、厳し

い措置をとることとしています。また

納付期限までにお納めいただけない場

合は督促手数料や延滞金が加算された

金額を納めなければならなくなります

ので納付期限までに納めてください。

問い合わせ　納税課（内線１２１～１２４）

いつでもどこでも簡単納税　 
「モバイルレジ」サービスの
ご利用を

　本市では、税の納付機会の拡大と納

税者の利便性の向上を図るためモバイ

ルレジによる納付を導入しています。

　モバイルレジは、金融機関の窓口や

コンビニエンスストアに行かなくて

も、携帯電話やスマートフォン、タブ

レット端末（ＯＳがｉＯＳ、Ａｎｄｒ

ｏｉｄのもの）で税金が納付できる

サービスです。

　なお、サービス利用には、モバイル

バンキングまたはインターネットバン

キングの契約が必要です。

納付できる税目、金額　市・府民税

（普通徴収分）、固定資産税・都市計画

税、軽自動車税

※バーコードの付いた納付書で、１枚

につき３０万円までのもの（指定のコン

ビニエンスストアで納付できる納付書

と同じものになります）。

※詳しくは、市ウェブサイト（納税課

のページ）をご覧ください。

問い合わせ　納税課（内線１２２）

 

国民健康保険総合健康診断　
(人間ドック)を実施しています

　国民健康保険では、加入者の健康保

持増進のため、特定健康診

査の他に、人間ドックを実

施しています。

ところ　済生会富田林病院

健診センター、ＰＬ病院

国民健康保険

対象者　市国民健康保険加入者で、同

一年度内に人間ドック、特定健康診査

を受診していない人　※同保険料を完

納している人に限ります。

費用　有料（市が２分の１負担）

※詳しくは、市ウェブサイト（保険年

金課のページ）または特定健康診査受

診券に同封のパンフレットをご覧くだ

さい。

問い合わせ　保険年金課（内線１５５、１８８）

お届けします！                     
特定健康診査受診券

　国民健康保険では、４０～７４歳の国民

健康保険加入者に対して４月下旬に

「特定健康診査受診券」を送付します

ので、翌年３月３１日までに受診して

ください。

　受診券の郵送による再交付はできま

せんので、受診するまで無くさないよ

う大切に保管してください。

特定健康診査の内容　メタボリックシ

ンドロームに着目した健康診査で、問

診、身体計測、腹囲・血圧測定、血液・

尿検査、診察など　

※同一年度内に受診券を利用できるの

は、「国民健康保険総合健康診断（人間

ドック）」と「特定健康診査」のどちら

か一方です。なお、人間ドックに受診

券を利用すると、本人負担額が従来よ

りも軽減されます。

同診査の対象者など　市国民健康保険

加入者のうち、実施年度中（４月１日

～翌年３月３１日）に４０～７４歳になる人

に年１回実施（昭和１９年９月～２０年３

月生まれの人に限り誕生日の前日まで

受診可）。ただし、１１月１日以降に同保

険に加入した人は除きます

※詳しくは、受診券に同封のパンフ

レットをご覧ください。なお、掲載さ

れている実施指定医療機関で受診した

場合、追加項目健診が受けられます。

※資格喪失した場合は受診券の利用が

できません。全額自費負担となります

のでご注意ください。資格喪失の届け

出の遅れなどで喪失日をさかのぼった

場合も同様です。

※同診査の案内のためにコールセン

ターから電話をする場合があります。

問い合わせ　保険年金課（内線１５５、１８８）
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